
「高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例」のあらまし 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

～音響機器の使用の制限について～ 

音響機器 

使用禁止時間 

除外規定 

罰則など 

カラオケは午後１１時まで！ 1 



 

 

 

 

 事業場（飲食店等を含む）は工場と同様に、敷地境界線上で次の表に掲げる値を超えないようにしてく

ださい。 

 

 

時間の区分 

 

区域の区分 

朝（６時～８時） 

夕（１８時～２１時） 

昼 間 

(８時～１８時) 

夜 間 

(２１時～翌日６時) 

①第１・２種低層住居専用地域 45 50 40 

②第１・２種中高層住居専用地域、

第１・２種住居地域、準住居地

域、用途地域の指定のない地域 

50 55 45 

③近隣商業地域、商業地域、準工

業地域   （※１） 
60 (55)  65 (60)  55 (50)  

④工業地域  （※２） 65 (60)  70 (65)  60 (55)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  高槻市 環境政策課 TEL：０７２－６７４－７４８６ 
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６０ｄＢ 

４０ｄＢ 

２０ｄＢ 

 

１２０ｄＢ 

８０ｄＢ 

100dB 

規制基準 

罰則など 


